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⑵　市販のソフトウェア以外（自己開発又は委託開発）
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電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る
重加算税の加重措置の不適用の特例の届出の変更届出書

年　　　月　　　日　提出

所轄外
提出先

税務署長 提出理由

【個人】フリガナ
（屋号）

フリガナ
【法人】フリガナ
(代表者氏名)

法人番号
【個人】
屋号

提出先 税務署長

氏名又は
名称

【法人】
代表者氏名

・特例の適用を受ける旨の届出書を提出した年月日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住所又は居所
【法人】

本店又は主たる
事務所の所在地

郵便番号 ― 電話番号 ―　　　　　　　―

住所地等

【法人】
代表者住所

代表者
電話番号

―　　　　　　―

JIIMA認証の有無

　電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例の適用に関して、次の事項を変更することとしたの
で、規則第５条第８項及び消規則第27条の２第６項の規定により届出書を提出します。

１　変更しようとする事項及び変更の内容（新たな特定電子計算機処理システム（ソフトウェア）の導入）

⑴　市販のソフトウェア（複数のソフトウェアを組み合わせて適用を受けようとする場合、全てのソフトウェアを記載する。）

変　更　事　項 新たなソフトウェアに係る情報

３　その他参考となる事項

変　更　事　項 自己開発・委託開発 委託開発の場合は委託先

新たなソフトウェアの開発

２　変更しようとする事項及び変更の内容（新たな特定電子計算機処理システム（ソフトウェア）の導入以外）

変更事項 変更内容

新たなソフトウェアの導入

メーカー名 商品名

税理士署名

税務署
整理欄

通信日付印
の年月日

（西暦）年 月 日

備考



「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る 
重加算税の加重措置の不適用の特例の届出の変更届出書」の記載要領 

 

この届出書は、電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合におい

て、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第８条第５項（（重加算税の加

重措置））及び消費税法第59条の２第１項（（電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例））の規定の不適用

の特例の適用を受ける旨の届出書に記載した事項の変更をしようとして、税務署長にその旨を届け出る場合に使用して

ください。 

 

１ 届出期限 

届出書に記載した事項を変更しようとする場合には、あらかじめ所轄税務署長に提出してください。 

 

２ 提出先 

⑴ 届出者が本規定の適用を受けている所得税（源泉所得税に係る所得税を除きます。）、法人税及び消費税の納税者の場合 納税地

等を所轄する税務署長 

⑵ 所轄税務署長等以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長（以下「所轄外税務署長」といいます｡）がある場合で、その

所轄外税務署長が相当の理由があると認めたとき 当該所轄外税務署長 

 

３ 提出部数 

この届出書は、１部提出してください。 

なお、本規定の適用を受けようとする特定電磁的記録が国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法

人税及び消費税に係る電磁的記録に該当する場合は２部提出してください。 

 

４ 各欄の記載要領 

項目 欄 記載要領 

- 提出理由 この届出書について、所轄外税務署長を経由して提出する場合に、その理由を記

載してください。 

特例の適用を受ける旨の届出書

を提出した年月日 

本規定の適用を受ける旨の届出書を提出した年月日を記載してください。 

１ ⑴ 市販のソフトウェア（複数

のソフトウェアを組み合わせて

適用を受けようとする場合、全

てのソフトウェアを記載する。） 

「ＪＩＩＭＡ認証の有無」の欄には、新たに導入する電子取引の取引情報に係る電磁

的記録の保存に使用するソフトウェアがＪＩＩＭＡ認証を受けている場合は「１」、受

けていない場合は「２」と記載してください。 

※ この届出書には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法

等の特例に関する法律施行規則第５条第５項の要件を満たすために使用して

いるシステムを全て記載する必要があります。したがって、例えば、Ｐｅｐ

ｐｏｌインボイスに対応した電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存す

るシステム（証憑管理ソフト等）が１つのシステムになっておらず、発行の

機能と受領の機能が別々のシステムとなっていた場合には、それらを全て記

載する必要があります。 

同様に、例えば、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存するシステム（証

憑管理ソフト等）と国税関係帳簿を作成するシステム（帳簿作成ソフト等）が

別々 の場合には、それらを全て記載する必要があります。 

⑵ 市販のソフトウェア以外

（自己開発又は委託開発） 

「自己開発・委託開発」の欄には、新たに開発する電子取引の取引情報に係る電磁的

記録の保存に使用するソフトウェア自己開発である場合は「１」、委託開発の場合は

「２」と記載してください。 

なお、委託開発である場合は、「委託開発の場合は委託先」の欄に、その委託先を記

載してください。 

２ 変更しようとする事項及び変

更の内容（新たな特定電子計

算機処理システム（ソフトウ

ェア）の導入以外） 

本規定の適用を受ける旨の届出書に記載した事項について、上記１以外の変更しよう

とする事項及びその変更の内容を具体的に記載してください。 

３ その他参考となる事項 その他参考となる事項があれば記載してください。 

 


